
別表 ［ＦＥＮＩＣＳマネージドＳＤ－ＷＡＮ タイプＣ（基本）］ 

  

１．ネットワークサービスの提供 

 当社（以下「乙」という）は、ネットワークサービスの利用者（以下「甲」という）に対し、第４項記載のネットワークサービス（以下「本ネットワー

クサービス」という）を提供します。 

 

２．ネットワークサービスの概要 

 本ネットワークサービスは、複数の甲設備間を、アクセス回線、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線およびＦＥＮＩＣＳネットワークサ

ービス用電気通信設備で接続することにより、甲が、専用の仮想的閉域ＩＰネットワークを利用できるようにするネットワークサービスです。 

 

ＦＥＮＩＣＳ マネージドＳＤ－ＷＡＮ タイプＣ（基本） 

├──加入登録サービス 

  ├──初期サービス 

  ├──接続サービス 

  │  ├──光エコノミー接続サービス 

  │  ├──光エコノミー（２４ｈサポート有）接続サービス 

  │  ├──光エコノミー接続サービス ワイヤレスバックアップ付 

  │  ├──光エコノミー（２４ｈサポート有）接続サービス ワイヤレスバックアップ付 

  │  ├──光ネクスト接続サービス 

  │  ├──光ネクスト（２４ｈサポート付）接続サービス 

  │  ├──光ネクスト接続サービス ワイヤレスバックアップ付 

  │  ├──光ネクスト（２４ｈサポート付）接続サービス ワイヤレスバックアップ付 

  │  └──インターネット接続サービス 

  └──設定変更サービス 

 

３．ネットワークサービス提供の前提条件 

 甲は、乙が本ネットワークサービスを提供する前提条件として、自己の責任と費用負担で本ネットワークサービスを利用するために必要となる甲設備を用

意し、乙所定の作業を実施するものとします。甲は本ネットワークサービスの利用期間中、乙から貸与された拠点ルータおよび移動無線機器を含む機器（以

下「乙貸与機器」という）を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、本ネットワークサービスの終了時には乙貸与機器を乙指定の方法で乙に返却す

るものとします。なお、インターネット接続サービスを利用する場合、甲は、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線と接続させるインターネッ

ト接続環境および拠点ルータを甲の責任と費用負担にて用意するものとします。 

 

４．ネットワークサービスの内容 

（１）加入登録サービス 

  乙は、甲が本ネットワークサービスを利用できるよう、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備に対して、本ネットワークサービスの実

施に必要な、甲専用の仮想的閉域ネットワークのサービス環境を設定するなど、所定の加入登録作業を実施します。 

 （２）初期サービス 

   乙は、甲が接続サービスを利用できるよう、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備およびＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通

信回線に対して、所定の準備作業を実施します。 

 （３）接続サービス 

   乙は、甲が専用の仮想的閉域ＩＰネットワークを利用するために必要となるＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線およびＦＥＮＩＣＳ

ネットワークサービス用電気通信設備を継続的に維持管理します。また、乙は、甲が乙所定の方法で拠点ルータを監視し、その設定を変更する機能を

利用可能とするためにＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備を継続的に維持管理します。接続サービスは、次のａ．からｇ．に記載され

たサービスにより構成されており、接続サービスの各品目において提供されるネットワークサービスの内容は、それぞれ下表のとおりとします。  

  ａ．光エコノミー接続 

   乙は、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供する最大概ね１Ｇｂｐｓのアクセス区間を複数の利用者で共用する主に戸建住宅

向けの符号伝送可能な電気通信回線（以下「光エコノミー回線」という）を継続的に提供します。 

  ｂ．光エコノミー（２４ｈサポート）接続 

   乙は、光エコノミー回線を継続的に提供します。乙は、アクセス回線において乙が提供する宅内終端装置およびアクセス回線の収容ビル内装置等に発生

した障害について、乙が２４時間３６５日の受付および対応を行うものとし、本ネットワークサービスには、本別表第７項および第８項は、適用されないも

のとします。 

  ｃ．光ネクスト接続 

   乙は、東日本電信電話株式会社が提供する最大概ね１Ｇｂｐｓのアクセス区間を複数の利用者で共用する戸建住宅向けの符号伝送可能な電気通信回線「フ

ァミリー・ハイスピードタイプ（甲設備からの伝送方向（以下「上り」という）について最大１００Ｍｂｐｓ、甲設備への伝送方向（以下「下り」という）

について最大１Ｇｂｐｓ）」または「ファミリー・ギガラインタイプ（上り下りとも最大１Ｇｂｐｓ）」、もしくは西日本電信電話株式会社が提供する最大概

ね１Ｇｂｐｓのアクセス区間を複数の利用者で共用する戸建住宅向けの符号伝送可能な電気通信回線「ファミリー・ハイスピードタイプ（上り最大２００Ｍｂ

ｐｓ、下り最大１Ｇｂｐｓ）」または「ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼（上り下りとも最大１Ｇｂｐｓ）」（以下総称して「光ネクスト回線」

という）を継続的に提供します。 

  ｄ．光ネクスト（２４ｈサポート）接続 

   乙は、光ネクスト回線を継続的に提供します。また、乙は、アクセス回線おいて乙が提供する宅内終端装置およびアクセス回線の収容ビル内装置等に発

生した障害について、乙が２４時間３６５日の受付および対応を行うものとし、本ネットワークサービスには、本別表第７項および第８項は、適用されない

ものとします。 

  ｅ．モバイルバックアップ 

   乙は、ａ．からｄ．の電気通信回線が利用できない場合に限り利用できる、株式会社ＮＴＴドコモが運営する、下り最大７５Ｍｂｐｓまで、上り

最大２５Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な移動体通信回線（以下「ワイヤレス回線」という）を提供します。ワイヤレス回線の提供にあたっては、ネ

ットワークサービス用電気通信設備の安定稼働のために、本ネットワークサービスにより行われる電気通信を調査することがあるとともに、帯域を

継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる乙所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通

信の速度や通信量を制限することがあります。また、乙は、甲が乙所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、ネットワ

ークサービス用電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用または運営に支障を与える場合には、本ネットワークサービスの利用を

制限することがあります。 

  ｆ．拠点ルータレンタル 

   乙は、接続サービスを利用するために必要な乙指定の拠点ルータを継続的に貸し出します。 

ｇ．インターネット接続 

 乙は、甲が別途用意するインターネット接続回線と、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線とを、甲の拠点ルータにおいて接続します。 

  



 

品 目 

 

提 供 機 能（○を付したもの） 

ａ . 光エコノミー

接続 

ｂ．光エコノミー

接続（２４ｈサポ

ート付） 

ｃ．光ネクスト

接続 

ｄ . 光ネクスト

接続（２４ｈサ

ポート付） 

ｅ ． モ バ イ ル

バックアップ 

ｆ．拠点ルー

タレンタル 

ｇ．インター

ネット接続 

光エコノミー接続サービス ○  ○   ○  

光エコノミー（２４ｈサポート）接続サービス  ○  ○  ○  

光エコノミー接続サービス  

モバイルバックアップ付 

○  ○  ○ ○  

光エコノミー（２４ｈサポート）接続サービス

 モバイルバックアップ付 

 ○  ○ ○ ○  

光ネクスト接続サービス   ○   ○  

光ネクスト（２４ｈサポート）接続サービス    ○  ○  

光ネクスト接続サービス 

 モバイルバックアップ付 

  ○  ○ ○  

光ネクスト（２４ｈサポート）接続サービス 

 モバイルバックアップ付 

   ○ ○ ○  

インターネット接続サービス       ○ 

 

 （４）設定変更サービス 

   乙は、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備に対し、別途甲乙が合意した追加／変更／削除作業を実施します。 

 

５．提供区域 

 本ネットワークサービスにおけるアクセス回線の提供区域は、乙が当該ネットワークサービスの提供を受けている他の電気通信事業者またはその他アク

セス回線提供者の提供区域に準ずるものとします。 

 

６．接続サービス提供時間帯 

 本ネットワークサービスにおける接続サービスの提供時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、利用規約に基づき、乙は接続サービスの提供を中

断することができるものとします。 

 

７．接続サービス障害受付時間帯 

 本ネットワークサービスにおける接続サービスの障害受付時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、アクセス回線の障害受付時間帯は、乙が当該 

ネットワークサービスの提供を受けている他の電気通信事業者またはその他のアクセス回線提供者の障害受付時間帯に準ずるものとします。また、アクセ

ス回線を別途甲が準備するサービスについては、当該アクセス回線区間における障害受付は、本ネットワークサービスの対象外とします。 

 

８．接続サービス障害対応時間帯 

 本ネットワークサービスにおける接続サービスの障害対応時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、アクセス回線の障害対応時間帯は、乙が当該

ネットワークサービスの提供を受けている他の電気通信事業者またはその他のアクセス回線提供者の障害対応時間帯に準ずるものとします。また、アクセ

ス回線を別途甲が準備するサービスについては、当該アクセス回線区間における障害対応は、本ネットワークサービスの対象外とします。 

 

９．料金月 

 本ネットワークサービスにおける料金月は、毎月２０日締めとし、前月２１日から当月２０日とします。 

 

１１．品目一覧 

 本ネットワークサービスの品目は、以下のとおりとします。 

 

 

品名 

 

 

   型名 

 

     備 考 

 

 

支払種別 

 

 

単位 

 

マネージドＳＤ－ＷＡＮ タイプＣ 加入登録費 ＮＳ３４４００Ｓ  従量料金制（一括払） 式 

マネージドＳＤ－ＷＡＮ タイプＣ 設定変更費 ＮＳ３４４０１Ｓ  従量料金制（一括払） 式 

マネージドＳＤ－ＷＡＮ タイプＣ 基本サービス 利

用料 

ＮＳ３４４００Ｇ  従量料金制（従量払） 式 

マネージドＳＤ－ＷＡＮ  タイプＣ  光エコノミーＢ 

初期費 

ＮＳ３４４１ＢＳ  従量料金制（従量払） 式 

マネージドＳＤ－ＷＡＮ  タイプＣ  光エコノミーＢ 

利用料 

ＮＳ３４４１ＢＧ  従量料金制（従量払） 式 

マネージドＳＤ－ＷＡＮ  タイプＣ  光エコノミーＢ

（２４ｈサポート）利用料 

ＮＳ３４４２ＢＧ  従量料金制（従量払） 式 

マネージドＳＤ－ＷＡＮ  タイプＣ  光エコノミーＢ 

モバイルバックアップ 初期費 

ＮＳ３４４１ＭＳ  従量料金制（従量払） 式 

マネージドＳＤ－ＷＡＮ  タイプＣ  光エコノミーＢ 

モバイルバックアップ 利用料 

ＮＳ３４４１ＭＧ  従量料金制（従量払） 式 

マネージドＳＤ－ＷＡＮ  タイプＣ  光エコノミーＢ

（２４ｈサポート）モバイルバックアップ 利用料 

ＮＳ３４４２ＭＧ  従量料金制（従量払） 式 

 

 



 

品名 

 

 

   型名 

 

     備 考 

 

 

支払種別 

 

 

単位 

 

マネージドＳＤ－ＷＡＮ タイプＣ 光ネクストＢ 初

期費 

ＮＳ３４４３ＢＳ  従量料金制（従量払） 式 

マネージドＳＤ－ＷＡＮ タイプＣ 光ネクストＢ 利

用料 

ＮＳ３４４３ＢＧ  従量料金制（従量払） 式 

マネージドＳＤ－ＷＡＮ タイプＣ 光ネクストＢ（２

４ｈサポート）利用料 

ＮＳ３４４４ＢＧ  従量料金制（従量払） 式 

マネージドＳＤ－ＷＡＮ タイプＣ 光ネクストＢ モ

バイルバックアップ 初期費 

ＮＳ３４４３ＭＳ  従量料金制（従量払） 式 

マネージドＳＤ－ＷＡＮ タイプＣ 光ネクストＢ モ

バイルバックアップ 利用料 

ＮＳ３４４３ＭＧ  従量料金制（従量払） 式 

マネージドＳＤ－ＷＡＮ タイプＣ 光ネクストＢ（２

４ｈサポート）モバイルバックアップ 利用料 

ＮＳ３４４４ＭＧ  従量料金制（従量払） 式 

マネージドＳＤ－ＷＡＮ タイプＣ インターネット接

続 初期費 

ＮＳ３４４５０Ｓ  従量料金制（従量払） 式 

マネージドＳＤ－ＷＡＮ タイプＣ インターネット接

続 利用料 

ＮＳ３４４５０Ｇ  従量料金制（従量払） 式 

 

［変更内容］ 

 （２０１７年４月１１日）本別表を適用します。 

 

［凡例］ 

本別表では、以下の略称を用いています。 

 

略 称 

 

 

名 称 

 

 ＩＰ 

 

 Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ 

 

 ＶＰＮ 

 

 Ｖｉｒｔｕａｌ Ｐｒｉｖａｔｅ  Ｎｅｔｗｏｒｋ 

 

 

 

別表Ｎｏ．Ｎ２０Ｘ３ 

 


